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⑹　課税標準の特例に関する調

地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

法
第
７
０
２
条
第
２
項
か
っ
こ
書
の
規
定
に
よ

る
課
税
標
準
の
特
例
に
よ
り
減
額
と
な
る
額

法

第

７

０

２

条

第

２

項

か

っ

こ

書

第10項（日本放送協会）
評 価 額

1/2
0 1 0

課税標準額 0 2 0

第11項（日本原子力研究開発機構）

評 価 額
1/3

0 3 0
課税標準額 0 4 0
評 価 額

2/3
0 5 0

課税標準額 0 6 0

第12項（登録有形文化財等）
評 価 額

1/2
0 7 0

課税標準額 0 8 0

第23項（農業・食品産業技術総合
研究機構）

評 価 額
1/3

0 9 0
課税標準額 1 0 0
評 価 額

1/6
1 1 0

課税標準額 1 2 0

第24項（新関西国際空港株式会社）
評 価 額

1/2
1 3 0

課税標準額 1 4 0

第26項（信用協同組合等）
評 価 額

3/5
1 5 0

課税標準額 1 6 0

第28項（中部国際空港）
評 価 額

1/2
1 7 0

課税標準額 1 8 0

60,589,916 2,804,191 - 63,394,107 -
27,152,966 1,779,415 - 28,932,381 36,853,051 

- - - - -
- - - - 1,794,522 
- - - - -
- - - - 2,804,203 

764,929 40 49 765,018 -
453,808 40 49 453,897 4,823,734 
21,580 - - 21,580 -
15,106 - - 15,106 -

6,969,844 - - 6,969,844 -
4,878,890 - - 4,878,890 -

19,136,983 49,755,288 - 68,892,271 -
13,092,424 21,502,863 - 34,595,287 36,645 

- - - - -
- - - - 178,208,728 

6,519,946 - - 6,519,946 -
2,281,981 - - 2,281,981 86,294 
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地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

３
の
規
定
に
よ
る
課
税
標
準
の
特
例
に
よ
り
減
額
と
な
る
課
税
標
準
額

法
附
則
第
１
５
条
、
法
附
則
第
１
５
条
の
２
又
は
法
附
則
第
１
５
条
の

法

附

則

第

１

５

条

第１項（倉庫）
評 価 額

1/2
1 9 0

課税標準額 2 0 0

第12項（並行在来線に係る譲受固
定資産）

評 価 額
1/2

2 1 0
課税標準額 2 2 0

第16項（民間資金等の活用による
公共施設等）

評 価 額
1/2

2 3 0
課税標準額 2 4 0

第17項（認定都市再生事業）

評 価 額
1/2

2 5 0
課税標準額 2 6 0
評 価 額

3/5
2 7 0

課税標準額 2 8 0

第18項（成田国際空港）
評 価 額

4/5
2 9 0

課税標準額 3 0 0

第19項（国立大学法人の校舎）
評 価 額

1/2
3 1 0

課税標準額 3 2 0

第20項（指定特定重要港湾に係る
港湾施設）

評 価 額
1/2

3 3 0
課税標準額 3 4 0

第21項（都市鉄道施設等）
評 価 額

2/3
3 5 0

課税標準額 3 6 0

第22項（外貿埠頭公社の民営化会
社に係る承継特例）

評 価 額
1/2

3 7 0
課税標準額 3 8 0
評 価 額

3/5
3 9 0

課税標準額 4 0 0

第23項（郵便事業・郵便局株式会
社）

評 価 額
3/5

4 1 0
課税標準額 4 2 0

第24項（鉄道再構築事業）
評 価 額

1/4
4 3 0

課税標準額 4 4 0

第26項
（重要無形文化財の公演施
設）

評 価 額
1/2

4 5 0
課税標準額 4 6 0

- - - - -
- - - - 10,286,630 
- 2,626,809 - 2,626,809 -
- 1,885,207 - 1,885,207 177,862 
- - - - -
- - - - 2,567,376 
- - - - -
- - - - 1,921,003 
- - - - -
- - - - 125,752 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 483,565 
- - - - -
- - - - 46,367 
- - - - -
- - - - 25,111 

31,163,872 - - 31,163,872 -
21,678,611 - - 21,678,611 1,585,899 
12,506,110 - - 12,506,110 -
8,733,697 - - 8,733,697 641,374 

204,158,998 286,802 - 204,445,800 -
112,631,807 151,010 - 112,782,817 149,233,382 

- - - - -
- - - - -

410,823 - - 410,823 -
206,930 - - 206,930 122,048 
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地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
の
３
の
規
定
に
よ
る
課
税
標
準
の
特
例
に
よ
り
減
額
と
な
る
課
税
標
準
額

法
附
則
第
15
条
、
法
附
則
第
15
条
の
２
又
は
法
附
則
第
15
条

法

附

則

第

１

５

条

第27項
（指定会社等の特定用途港
湾施設）

評 価 額
1/2

4 7 0
課税標準額 4 8 0

第29項
（国際戦略港湾等に係る一
定の荷さばき施設等）

評 価 額
1/2

4 9 0
課税標準額 5 0 0
評 価 額

2/3
5 1 0

課税標準額 5 2 0

第33項（駅のバリアフリー化施設
に係る特例措置）

評 価 額
2/3

5 3 0
課税標準額 5 4 0

第37項（備蓄倉庫）
評 価 額

−
5 5 0

課税標準額 5 6 0

第38項（特定貨物取扱埠頭の港湾
施設）

評 価 額
2/3

5 7 0
課税標準額 5 8 0

の

２

第
15
条

法
附
則

第2項（三島特例）（法附則第 15 条
の3の適用のあるものを除く）

評 価 額
1/2

5 9 0
課税標準額 6 0 0

15

条

の

３

法

附

則

第

第1項
（旅客会社等に係る承継特例）
（法附則第 15 条の２第２項の
三島特例に係るものを除く）

評 価 額
3/5

6 1 0
課税標準額 6 2 0

第1項
（旅客会社等に係る承継特例）
（法附則第 15 条の２第２項の
三島特例に係るものに限る）

評 価 額
3/10

6 3 0
課税標準額 6 4 0

第
14
条

正
法
附
則

成
24
年
改

る
も
の
平

規
定
に
よ

改
正
法
の

第3項 旧法附則第 15 条の3第 2 項
（旅客会社等に係る基盤整備事業）

評 価 額 6 5 0
課税標準額 6 6 0

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 47,952 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

150,377 4,022,215 - 4,172,592 -
99,164 2,755,596 - 2,854,760 13,085,601 

18,748,357 90,971,984 - 109,720,341 -
11,462,189 47,704,173 - 59,166,362 3,247,603 
18,467,494 115,229,043 - 133,696,537 -
12,636,877 79,792,942 - 92,429,819 8,457,372 

- - - - -
- - - - 382,469 
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地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

平

成

23

年

改

正

法

附

則

第

9

条

改

正

法

の

規

定

に

よ

る

も

の

第2項 旧法第 349 条の 3 第 23 項
（農業・食品産業技術総合研究機構）

評 価 額
1/3

6 7 0
課税標準額 6 8 0
評 価 額

2/3
6 9 0

課税標準額 7 0 0

第4項 旧法第 349 条の 3 第 31 項
（社会保険診療報酬支払基金）

評 価 額
1/3

7 1 0
課税標準額 7 2 0

第5項 旧法第 349 条の 3 第 32 項
（自動車安全運転センター）

評 価 額
1/3

7 3 0
課税標準額 7 4 0

第6項 旧法第 349 条の 3 第 33 項
（郵便貯金・簡易生命保険管理機構）

評 価 額
1/2

7 5 0
課税標準額 7 6 0

第7項 旧法附則第 15 条第 1 項
（倉庫）

評 価 額
1/2

7 7 0
課税標準額 7 8 0
評 価 額

7/8
7 9 0

課税標準額 8 0 0

第8項
旧法附則第 15 条第 26 項

（高齢者・障害者等の移動円滑
化停車場建物等）

評 価 額
2/3

8 1 0
課税標準額 8 2 0

第9項 旧法附則第 15 条第 31 項
（認定都市再生事業）

評 価 額
1/2

8 3 0
課税標準額 8 4 0

第10項
旧法附則第 15 条第 35 項

（指定都市特定重要港湾に係る
港湾施設）

評 価 額
1/2

8 5 0
課税標準額 8 6 0

- - - - -
- - - - 15,864 
- - - - -
- - - - 33,302 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 8,383 
- - - - -
- - - - 6,619,016 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 395,822 
- - - - -
- - - - 296,887 
- - - - -
- - - - 4,509 
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地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

法

附

則

第

14

条

も
の
平
成
22
年
改
正

改
正
法
の
規
定
に
よ
る

第3項 旧法附則第 15 条第 28 項
（大規模改良停車場建物等）

評 価 額
3/4

0 1 0
課税標準額 0 2 0

第4項 旧法附則第 15 条第 36 項
（PFI 公共荷さばき施設）

評 価 額
1/2

0 3 0
課税標準額 0 4 0

第5項
旧法附則第 15 条第 37 項

（PFI 一般廃棄物処理施設）
評 価 額

1/2
0 5 0

課税標準額 0 6 0

第6項 旧法附則第 15 条第 54 項
（鉄道再生事業）

評 価 額
1/4

0 7 0
課税標準額 0 8 0

法

附

則

第

11

条

も
の
平
成
21
年
改
正

改
正
法
の
規
定
に
よ
る

第2項 旧法附則第 15 条第 2 項
（倉庫）

評 価 額
1/2

0 9 0
課税標準額 1 0 0
評 価 額

5/6
1 1 0

課税標準額 1 2 0

第3項
旧法附則第 15 条第 45 項

（地下駅火災対策施設）
評 価 額

2/3
1 3 0

課税標準額 1 4 0

第4項 旧法附則第 15 条第 46 項
（地下街等の洪水時避難施設）

評 価 額
2/3

1 5 0
課税標準額 1 6 0

- - - - -
- - - - 1,009,190 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 956,551 
- - - - -
- - - - 8,352 
- - - - -
- - - - 2,489,443 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

平

成

20

年

改

正

法

附

則

第

16

条

改
正
法
の
規
定
に
よ
る
も
の

第2項

旧法第 349 条の３第 25 項
（日本電気計器検定所）

評 価 額
1/2

1 7 0
課税標準額 1 8 0

旧法第 349 条の３第 26 項
（日本消防検定協会）

評 価 額
1/2

1 9 0
課税標準額 2 0 0

旧法第 349 条の３第 27 項
（小型船舶検査機構）

評 価 額
1/2

2 1 0
課税標準額 2 2 0

旧法第 349 条の３第 28 項
（軽自動車検査協会）

評 価 額
1/2

2 3 0
課税標準額 2 4 0

附
則
第
10
条

成
17
年
改
正
法

に
よ
る
も
の
平

改
正
法
の
規
定

第4項 旧法第 349 条の３第 39 項
（社会保険診療報酬支払基金）

評 価 額
1/6

2 5 0
課税標準額 2 6 0

第5項 旧法第 349 条の３第 40 項
（自動車安全運転センター）

評 価 額
1/6

2 7 0
課税標準額 2 8 0

正
法
附
則
第
18
条

る
も
の
平
成
15
年
改

改
正
法
の
規
定
に
よ

第3項

旧法第 349 条の 3 第 28 項
（日本電気計器検定所）

評 価 額
1/3

2 9 0
課税標準額 3 0 0

旧法第 349 条の 3 第 29 項
（日本消防検定協会）

評 価 額
1/3

3 1 0
課税標準額 3 2 0

旧法第 349 条の 3 第 30 項
（小型船舶検査機構）

評 価 額
1/3

3 3 0
課税標準額 3 4 0

旧法第 349 条の 3 第 31 項
（軽自動車検査協会）

評 価 額
1/3

3 5 0
課税標準額 3 6 0

第
2
項

13

条

附
則
第

改
正
法

成
10
年

も
の
平

に
よ
る

の
規
定

改
正
法

旧法附則第 15 条第 19 項
（指定法人等大規模外貿埠頭）

評 価 額
1/2

3 7 0
課税標準額 3 8 0

- - - - -

- - - - 110,346 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 61,397 

- - - - -

- - - - 232,491 

- - - - -

- - - - 1,805,678 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 400,194 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 245,691 

- - - - -

- - - - 1,075,752 

16,959 8,005 - 24,964 -

11,871 8,005 - 19,876 -
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地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
平
成
7
年
改
正
法
附
則
第
12
条

改
正
法
の
規
定
に
よ
る
も
の

第3項

旧法第 349 条の 3 第 27 項
（農業・生物系特定産業事業
研究機構）

評 価 額
1/3

3 9 0
課税標準額 4 0 0
評 価 額

1/6
4 1 0

課税標準額 4 2 0
旧法第 349 条の 3 第 30 項

（日本電気計器検定所）
評 価 額

1/6
4 3 0

課税標準額 4 4 0
旧法第 349 条の 3 第 31 項

（日本消防検定協会）
評 価 額

1/6
4 5 0

課税標準額 4 6 0
旧法第 349 条の 3 第 32 項

（小型船舶検査機構）
評 価 額

1/6
4 7 0

課税標準額 4 8 0
旧法第 349 条の 3 第 33 項

（軽自動車検査協会）
評 価 額

1/6
4 9 0

課税標準額 5 0 0

合　　　計
評 価 額 5 1 0
課税標準額 5 2 0

第
7
項

の

5

第
29
条

法
附
則

市街化区域農地としての評価額 5 3 0
徴収猶予分に相当する課税標準額 5 4 0

第
8
項

の

5

第
29
条

法
附
則

市街化区域農地としての評価額 5 5 0
徴収猶予分に相当する課税標準額 5 6 0

第
16
項

の

5

第
29
条

法
附
則

市街化区域農地としての評価額 5 7 0
徴収猶予分に相当する課税標準額 5 8 0

第
17
項

の

5

第
29
条

法
附
則

市街化区域農地としての評価額 5 9 0
徴収猶予分に相当する課税標準額 6 0 0

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 169,983 
- - - - -
- - - - 820,460 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 278,653 
- - - - -
- - - - 459,477 

379,626,188 265,704,377 49 645,330,614 -
215,336,321 155,579,251 49 370,915,621 434,541,984 

28,972 - 2,067,843 2,096,815 -
4,486 - 1,194,208 1,198,694 -

- - 840,665 840,665 -
- - 302,640 302,640 -

740,212 20,516 10,630,196 11,390,924 -
163,178 12,925 5,559,492 5,735,595 -

2,193,736 879,245 2,989,918 6,062,899 -
1,002,143 403,176 1,190,152 2,595,471 -
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地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
る
特
例
措
置
）

び
家
屋
に
係

っ
た
土
地
及

区
域
外
と
な

（
課
税
免
除

条
第
4
項

法
附
則
第
55

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額

6 1 0

る
特
例
措
置
）

び
家
屋
に
係

っ
た
土
地
及

区
域
外
と
な

（
課
税
免
除

条
第
6
項

法
附
則
第
55

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額

6 2 0

置
）

係
る
特
例
措

及
び
家
屋
に

な
っ
た
土
地

除
区
域
外
と

項
（
課
税
免

条
の
2
第
4

法
附
則
第
55

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額

6 3 0

置
）

係
る
特
例
措

及
び
家
屋
に

な
っ
た
土
地

除
区
域
外
と

項
（
課
税
免

条
の
2
第
6

法
附
則
第
55

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額

6 4 0

置
）

係
る
特
例
措

及
び
家
屋
に

な
っ
た
土
地

除
区
域
外
と

項
（
課
税
免

条
の
2
第
8

法
附
則
第
55

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額

6 5 0

例
措
置
）

地
に
係
る
特

被
災
住
宅
用

震
災
に
よ
る

（
東
日
本
大

条
第
1
項

法
附
則
第
56

減額分に相当する課税標準額 6 6 0

置
）

係
る
特
例
措

住
宅
用
地
に

被
災
代
替

震
災
に
よ
る

（
東
日
本
大

条
第
10
項

法
附
則
第
56

減額分に相当する課税標準額 6 7 0

- - - - -

20,847,472 2,281,717 223,429 23,352,618 20,984,094 

- - - - -

998,670 111,685 71,542 1,181,897 2,389,535 

- - - - -

27,060,965 - - 27,060,965 -

1,682,654 1,982 - 1,684,636 -



− 100 −

地　目　等

区　　分

特
例
率

行番号

宅 地 等
農 地 土 地 計 家 屋

宅 地 そ の 他

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
例
措
置
）

屋
に
係
る
特

被
災
代
替
家

震
災
に
よ
る

（
東
日
本
大

条
第
11
項

法
附
則
第
56

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額 6 8 0

1/3
減額 6 9 0

置
）

地
の
特
例
措

代
替
住
宅
用

用
地
に
係
る

区
域
内
住
宅

（
居
住
困
難

条
第
13
項

法
附
則
第
56

減額分に相当する課税標準額 7 0 0

措
置
）

家
屋
の
特
例

に
係
る
代
替

区
域
内
家
屋

（
居
住
困
難

条
第
14
項

法
附
則
第
56

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額 7 1 0

1/3
減額 7 2 0

第
6
項
）

第
16
条
の
2

項
（
法
附
則

第
12
条
第
2

改
正
法
附
則

の
平
成
25
年

定
に
よ
る
も

改
正
法
の
規

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額

7 3 0

項
）

第
56
条
第
13

項
（
法
附
則

第
13
条
第
4

改
正
法
附
則

の
平
成
24
年

定
に
よ
る
も

改
正
法
の
規

減額分に相当する課税標準額 7 4 0

項
）

第
56
条
第
14

項
（
法
附
則

第
13
条
第
5

改
正
法
附
則

の
平
成
24
年

定
に
よ
る
も

改
正
法
の
規

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額 7 5 0

1/3
減額 7 6 0

第
3
項
）

第
16
条
の
2

項
（
法
附
則

第
9
条
第
11

改
正
法
附
則

の
平
成
23
年

定
に
よ
る
も

改
正
法
の
規

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額

7 7 0

第
4
項
）

第
16
条
の
2

項
（
法
附
則

第
9
条
第
12

改
正
法
附
則

の
平
成
23
年

定
に
よ
る
も

改
正
法
の
規

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額

7 8 0

2
第
10
項
）

則
第
16
条
の

項
（
旧
法
附

第
14
条
第
7

改
正
法
附
則

の
平
成
22
年

定
に
よ
る
も

改
正
法
の
規

減額分に相当する課税標準額
1/2
減額 7 9 0

1/3
減額 8 0 0

- - - - 22,025,004 

- - - - -

32,434 - - 32,434 -

- - - - 1,473,293 

- - - - -

- - - - 359,677 

67,710 - - 67,710 -

- - - - 127,053 

- - - - -

- - - - 1,264,847 

- - - - 193,618 

- - - - 1,022,193 

- - - - 2,410,808 




